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議案第６０号令和３年度琴浦町一般会計補正予算（第３号）

に対する修正動議

上記の動議を、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 115 条の 3 及び琴

浦町議会会議規則（平成 16 年琴浦町議会規則第 1 号）第 17 条の規定により、

別紙の修正案を添えて提出します。



【修正内容】

議案第 60 号「令和 3 年度琴浦町一般会計補正予算（第 3 号）」の一

部を次のように修正する。

第 1 条中、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ「1 億 5,358 万 3

千円を追加し」を歳入歳出予算の総額に、それぞれ「1 億 3,858 万 3 千

円を追加し」に改め、歳入歳出予算の総額を「109 億 5,083 万 8 千円」

を「109 億 3,583 万 8 千円」に改める。

第 1 表 歳入歳出予算を次のとおり改める。

歳出予算については、款 9.教育費、項 5.保健体育費のうち「東伯総合公

園芝改修実施設計業務委託料」1,506万 1千円を減額し、補正額の 2,125

万 9 千円を 619 万 8 千円とするものである。並びに、これらの事業費

の減額に伴う所用の修正により、款 13.予備費、項 1.予備費の減額分

を 11 万 7 千円から減額 5 万 6 千円とする。

歳入予算については、歳出予算の減額に伴う財源の削減であり、款 19.

繰入金、項 2.基金繰入金の「公共施設等建設基金繰入金」1,500 万円

を減額するものである。

歳入歳出補正予算額については、それぞれ 1,500 万円減額するものであ

る。



【修正理由】

この「東伯総合公園芝改修事業」については、３月当初予算で減額修

正した事業である。

３月定例会以降に専門家の意見を聞いた上で協議検討し、今回の補正

予算を提案されていると考えるが、執行部の説明内容に納得しかねる部

分がある。また、サッカー協会事務局と執行部との意見の相違や、両者

の見解に異なる点が依然見受けられる。

ただし、議会としては、町内産の天然芝での改修を否定しているわけ

ではない。この施設を町民や利用者のためにどのように活かしていくか、

また、他の施設への芝活用の推進等、さらに審議を重ねる必要があると

考え、この度の補正予算額から当該事業費を削減するものである。



　議案第６０号 令和３年度琴浦町一般会計補正予算（第３号）の一部を次のように修正する。

　第１条中「１５３，５８３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出総額それぞれ１０，９５０，８３８千円」を

「１３８，５８３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，９３５，８３８千円」に改め、

「第１表　歳入歳出予算」を次のとおり改める。

歳　入 （単位：千円）

増 減

 １９．繰入金 5,760 20,760 15,000

 ２．基金繰入金 5,600 20,600 15,000

138,583 153,583 15,000

歳　出 （単位：千円）

増 減

 ９．教育費 3,385 18,446 15,061

 ５．保健体育費 6,198 21,259 15,061

 １３．予備費 △ 56 △ 117 61

 １．予備費 △ 56 △ 117 61

138,583 153,583 15,000

議案第６０号　令和３年度琴浦町一般会計補正予算（第３号）に対する修正案

記

修正補正額の増減

歳 入 合 計

修正補正額の増減

歳 出 合 計

款 項 修正補正額 原案補正額

款 項 修正補正額 原案補正額

－ 1 －
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歳 出 〔単位:千円〕

参考説明書 説明 修正前 修正後 増減 備 考

P25 東伯総合公園芝改修実施設計業務委託料 15,061 0 △ 15,061

P25 予備費 △ 117 △ 56 61

計 14,944 △ 56 △ 15,000

歳 入
上記の歳出予算の削減に伴う財源の削減 〔単位:千円〕

参考説明書 説明 修正前 修正後 増減 備 考

P8 公共施設等建設基金繰入金 15,000 0 △ 15,000

計 15,000 0 △ 15,000

修正動議に係る予算増減説明資料


